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関係団体の長　　殿
宮崎労働局労働基準部長
（公印省略）

商業における労働災害防止の推進について（周知依頼）

平素より、労働安全衛生行政の推進につきましては、格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、労働災害を少しでも減らし、「労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現」を目指すため、宮崎労働局では第14次労働災害防止推進計画（令和５年度から令和９年度までの５か年計画）を策定しております。同推進計画では、『事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発』、『高年齢者の労働災害防止対策の推進』、『労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進』等を重点対策に掲げ取り組んでいるところであり、令和８年度は同推進計画の４年目となります。
県内で過去４年間に発生した休業４日以上の労働災害発生状況を見てみると、商業は、製造業（1196件）に次ぐワースト２の発生件数（903件）となりました。併せて、商業の休業４日以上の労働災害を単年で比較すると、令和６年の発生件数（253件）は平成28年（177件）と比較して76件（43％）増加するなど、近年は商業における労働災害が多発している状況です。
また、商業における過去３年間の労働災害を事故の型別に見てみると「転倒」が全体の33.7％、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が全体の13.9％、「墜落・転落」が全体の13.8％を占めるなど、上記３大災害が全体の61.4%を占める状況となっています。
さらに、労働災害を発生させた事業場のうち、74.9％が労働者数50人未満の事業場であることや、50歳以上の労働者による労働災害が全体の63.8％を占めていることから、県内の商業では「比較的規模の小さい事業場においても安全推進者を選任し、労働者の年齢や行動に起因する転倒、腰痛などの行動災害防止対策を積極的に取り組む必要がある」という課題が認められます。
以上を踏まえ、県内における商業の労働災害を減少させるためには、様々な企業に対して、商業の労働災害が増加していることや、労働災害の特徴・対策について働きかけを行う必要があることから、貴団体傘下の会員等関係者に対して、情報が行き渡るよう広く周知いただくとともに、下記の労働災害防止に向けたより一層の取組の推進を図っていただきますようお願いいたします。

記

１　県内の商業における労働災害の特徴等について
過去に発生した死亡災害及び休業４日以上の労働災害を分析した結果を別紙１「商業における労働災害を防ぎましょう」リーフレットに取りまとめましたので、会員、関係者等へ周知いただきますようお願いいたします。

２　重点的に取り組んでいただきたい事項
（１）業界団体単位・協力企業単位での取組の促進
労働災害発生状況の分析結果を踏まえ、発生状況に応じた労働災害防止の重点事項を定めるなど、労働災害防止の取り組みを周知いただくようお願いいたします。テナントなどを展開する法人の本部事業所におかれましては各テナント店舗を経営する事業主体への周知もお願いいたします。
（２）商業における三大災害の防止
　　ア　転倒災害の防止（別紙２、別紙３及び別紙４参照）
多発している転倒災害は、濡れた床面、段差、手すりのない階段などの設備面、走るなどの不注意な行動、加齢による運動機能の低下など、複合的な原因で発生します。このため、従業員の不注意ということで片付けることなく、設備面の改善、不注意な行動の防止、日頃からの運動を含めた職場での健康増進などの取組を、以下の６点を重点に従業員の方々の参画のもとで取り組むよう周知をお願いいたします。
  ① ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）　
② 危険の見える化（転倒の危険がある場所を分かりやすく表示する）
③ すべりにくい靴（耐滑性の高い防滑靴）の着用
④ 身体的能力のチェック
⑤ 体操・ストレッチによる体づくり
⑥ 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大するため、対象
者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」の受診を勧奨
イ　腰痛災害の予防（別紙４及び別紙５参照）
　  腰痛災害を予防するには、労働者が重量物をなるべく運搬しない方法を検討することが必要です。可能な限りハンドリフトなどの荷役機械を使用して、直接労働者に重量物を運搬させないなど、腰痛のリスクを低減させるための取り組みを行う必要があります。　　
　　ウ　墜落・転落災害の予防
　　　　商業における墜落・転落災害の起因物をみてみると、「はしご」や「脚立」による労働災害が多発しています。
　　　　はしごや脚立はホームセンター等で比較的購入しやすいこと、使用方法が単純であることなどの理由から、様々な労働者に使用されやすく、安全対策が取られていない状態で安易に使用された結果、労働災害に繋がってしまうという事例が散見されます。
　　　　「１ｍは一命取る」という標語があるように、たとえ１ｍの低い箇所でも、被災の態様によっては死亡災害に繋がるケースもあり、はしごや脚立の安易な使用による重大災害や休業災害の発生が懸念されます。
　　　　つきましては、別紙６による取り組みを周知いただき、はしごや脚立を使用する場合には、保護帽を着用するなど適切な安全管理の取り組みについて周知いただくようお願いいたします。
（３）高年齢者の労働災害防止の推進（別紙７参照）
　令和７年５月 14 日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律（令和７年法律第 33 号）による改正後の労働安全衛
生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 62条の２第２項の規定に基づき、令和
８年２月 10 日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」 （以下「指
針」という。）が公表され、令和８年４月１日から適用されることとなり
ました。
　この指針は、改正法により事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に
配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置について、その
適切かつ有効な実施を図るため必要な事項を示したものです。
　県内の高年齢労働者の労働災害発生状況（別紙７）を見ますと、休業４
日以上の死傷災害のうち60歳以上が被災している割合が全業種で35.7％で
あるのに対し、商業では42.1％と高くなっております。
　以下のツールを活用いただく等により、高年齢者の労働災害防止対策の
推進を図るようお願いいたします。
●高年齢者の特性を考慮した対策「高年齢者の労働災害防止のための指針」
　【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html

●高年齢労働者を雇用する事業者が、労働災害防止のために設備改善などを行った場合にその費用の一部を補助する補助金（エイジフレンドリー補助金）※令和７年度は受付終了。令和８年度申請は厚生労働省ホームページの更新をお待ちください。
　　　【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

３　創意工夫による効果的な労働災害防止活動に係る好事例の収集と横展開に
　ついて
　　会員事業場等が実施される労働災害防止活動について、貴団体での好事例の収集と機関紙等による横展開を図っていただくようお願いいたします。好事例の展開に当たっては、職場の安全を応援する情報発信サイトである「職場のあんぜんサイト」（URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/）を積極的に活用ください。

４　中小規模事業場「安全衛生サポート事業」の活用について（別紙８参照）
　　複数の店舗等が集まる機会において専門家を派遣して教育や講演等（２時間程度）を行う「集団支援」、個別の店舗に専門家を派遣して安全チェック（２時間程度）を行う「個別支援」が無料で受けられます。
（URL：https://www.jisha.or.jp/chusho/support.html）



【別　紙】 
別紙１  商業における労働災害を防ぎましょう（リーフレット）
別紙２　小売業における労働者の転倒災害（業務中の転倒による重症）を防
止しましょう（リーフレット）
別紙３　作業中の“転倒”に要注意（職場掲示用ポスター）
別紙４　社内で実施可能な行動災害防止に向けた取り組み（冊子：インターネット
公開予定）
別紙５　職場での腰痛を予防しましょう！（リーフレット）
別紙６　はしご・脚立を使う前に（リーフレット）
別紙７　高年齢者の労働災害防止のための指針（概要）及び県内の高年齢労
働者の労働災害発生状況（パワポ資料）
別紙８　中小規模事業場「安全衛生サポート事業」（リーフレット）
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